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○秩父広域市町村圏組合建設工事低入札価格調査制度運用基準 

令和８年３月２日 

決裁 

（趣旨） 

第１条 この決裁は、秩父広域市町村圏組合建設工事低入札価格調査制度試行要綱（令和８

年秩父広域市町村圏組合告示第16号。以下「要綱」という。）の実施に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（調査基準価格の算出方法） 

第２条 調査基準価格は、入札書比較価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額

（その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。ただし、

当該額が入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2

を乗じた額とし、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては

10分の7.5を乗じて得た額とする。 

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 

(2) 共通仮設費の額に10分の９を乗じて得た額 

(3) 現場管理費の額に10分の９を乗じて得た額 

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額 

２ 有価物売却費があるときの調査基準価格は、前項各号に掲げる額の合計額から有価物売

却費を控除した額（その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

とする。ただし、当該額が入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあ

っては10分の9.2を乗じた額とし、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たな

い場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。 

３ 管理者が特別なものと認めた場合については、前２項の規定にかかわらず、入札書比較

価格に10分の9.2を乗じて得た額から入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額の範囲

内の額とする。 

（失格基準価格の算出方法） 

第３条 失格基準価格は、入札書比較価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額

（その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

(1) 直接工事費の額に10分の９を乗じて得た額 

(2) 共通仮設費の額に10分の８を乗じて得た額 

(3) 現場管理費の額に10分の８を乗じて得た額 
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(4) 一般管理費の額に10分の３を乗じて得た額 

２ 有価物売却費があるときの失格基準価格は、前項各号に掲げる額の合計額から有価物売

却費を控除した額（その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

とする。 

（入札の執行） 

第４条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は入札者

に対し保留を宣言し、低価格入札者に対し入札金額見積内訳書等の提出と調査協力を依頼

し、失格基準価格を下回る入札者は失格とし、入札者全員に対して落札者等について後日

通知する旨を告げて入札を終了する。 

（調査の実施） 

第５条 要綱第７条の調査は、低入札価格調査における調査項目（様式第１号）の確認事項

１から10までを低価格入札者から事情聴取して確認するものとし、低入札価格調査にお

ける調査項目の照会・調査事項の11から17までについて照会・調査を行い、低入札価格

調査調書（様式第２号）を作成するものとする。 

第６条 調査基準価格を下回る入札が複数あった場合には、調査を並行して実施することが

できるものとする。 

第７条 調査については、工事内容に応じた調査のほか、下記の基準により行うこととする。 

(1) 調査基準価格を下回った入札が複数あり、かつ、調査の対象となった入札が他の入

札と比較してかい離が小さい場合は、入札金額見積書を比較し、内訳の中で極端に低い

ものがあれば、その部分に係る項目を調査する。 

(2) 調査の対象となった入札が、他の入札と比較してかい離が大きく、かつ、調査基準

価格を大きく下回っている場合は、低入札価格調査に係る調査項目のうち、確認事項に

係る書面を提出させ、必要がある場合には照会・調査事項についての確認も実施する。 

(3) 当該入札が、予定価格の10分の８を下回っている場合は、調査項目の全てを調査す

るとともに、必要があれば、調査項目以外の資料についても提出させる。 

第８条 調査の結果及び作成した調書は、入札執行後７日以内に入札執行者に報告するもの

とする。 

（調査に基づく協議） 

第９条 入札執行者は、調査の結果に基づき、契約の内容に適合した履行がされないおそれ

があるか否か、及び公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり、著しく不適当であ

るか否かを工事担当課所と協議し判定するものとする。 
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（調査・協議結果の措置） 

第10条 入札執行者は、調査及び協議の結果により、契約の内容に適合した履行がされな

いおそれがあるとされた場合は、秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会（以下「監

理委員会」という。）の審査を求めるものとする。 

（監理委員会の審査結果を踏まえた落札者の決定等の通知） 

第11条 要綱第９条により、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行

がされると認めたときには、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他

の入札者全員に対してその旨を周知するものとする。 

第12条 最低価格入札者を落札者とせず、次順位価格の入札者を落札者と決定したときは、

最低価格入札者に対しては落札者としない旨の通知を、次順位者に対しては次順位者が落

札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者とな

った旨を周知するものとする。 

（調査等の実施期間） 

第13条 落札者の決定については、原則として入札執行後21日以内に調査対象者を落札者

とするか否かを決定するものとする。 

（追跡調査） 

第14条 工事担当課所長は、次の各号に定める事項について確認するための追跡調査を実

施するものとする。なお、実施時期等は別表に示したものとする。 

(1) 下請契約等の締結状況は適切か。 

(2) 契約変更があった場合、その内容が下請契約等に適切に反映されているか。 

(3) 下請代金等の支払い状況は適切か。 

２ 前項の調査の結果、疑義があるときは元請業者及び下請業者から直接聞き取り調査を実

施するものとする。 

３ 前項の聞き取り調査のほか、主要な一次下請業者を選定し、第１項第１号について、直

接聞き取り調査を実施するものとする。 

（入札参加者への周知） 

第15条 入札執行者は、適切に入札を執行するために、あらかじめ入札参加者等に低入札

価格調査制度の周知を図るものとする。 

附 則 

この決裁は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第14条関係） 
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実施時期 確認事項 

着手時 

・下請契約締結後 

・前金がある場合は支払後 

・工事費内訳書 

・下請契約等の締結状況 

・主要な一次下請からの聞き取り調査 

・下請代金等の支払い状況（前金払いがある

場合） 

・一次下請（予定）業者の社会保険等の加入

状況 

施工中 

・変更契約後 

・部分払い等の支払後 

・工事費内訳書（変更時） 

・下請契約等の締結状況（変更時） 

・下請代金等の支払い状況（部分払い等があ

る場合） 

完了後 

・工事代金支払い後 

・工事費内訳書（精算時） 

・下請契約等の締結状況（精算時） 

・下請代金等の支払い状況 

・下請代金支払い状況等聞き取り調査（疑義

がある場合） 
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様式第１号 

様式第２号 

 


